
○「分収林特別措置法」（分収造林特別措置法改正）提案説明

○ 衆 - 農林水産委員会（昭和58年03月22日）

○ 参 - 農林水産委員会（昭和58年04月14日）

＜金子国務大臣＞

森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び主要な内容を御説明申し上げます。

戦後営々として行われてきた造林の結果、人工林面積はほぼ１千万ヘクタールに達し、

わが国の森林造成の基礎はおおむね確立されたところでありますが、その人工林の大部

分はいまだ生育途上にあり、これを貴重な森林資源として守り育てていくことが重要な

国民的課題となっております。

しかしながら、近年、木材需要の低迷、林業経営費の増高等に起因して林業生産活動

が停滞し、間伐、保育等が適正に行われていない森林が増加しております。このまま推

移するならば、国土の保全、木材の供給等森林の有する諸機能の発揮に重大な支障を来

すことが懸念されております。

政府におきましては、このような森林及び林業をめぐる諸情勢にかんがみ、間伐、保

育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整

備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の運営の効

率化を図るための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。

次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

まず、森林法の改正について御説明申し上げます。

（略）

次に、分収造林特別措置法の改正について御説明申し上げます。

第一に、従前の分収造林契約に関する制度を拡充して、広く分収方式による造林また

は育林を促進するという法改正の趣旨にかんがみ、法律の題名を分収林特別措置法に改

めるとともに、その旨の目的規定を新設することとしております。

第二に、分収造林契約に加えて、生育途上の人工林に関し、その育林費用の負担、樹

木の共有、伐採時における収益の分収等を約定する分収育林契約に関する規定の整備を

図ることとしております。

第三に、国民の参加のもとに森林の整備の推進を図っていくため、分収方式による造

林または育林の契約について、不特定かつ多数の者から費用負担者を募集する者は都道

府県知事への届け出を要するものとする等、行政上の指導監督を行い得る制度を設ける

こととしております。

以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

（林野庁長官 秋山智英氏）

森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補



足して御説明申し上げます。

本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べ

ましたので、以下、その内容につき若干補足させていただきます。

まず、森林法の改正について御説明申し上げます。

（略）

次に、分収造林特別措置法の改正について御説明申し上げます。

第一に、法律の題名の変更と目的規定の新設であります。

すなわち、法律の題名を分収林特別措置法に改めるとともに、目的規定として、この

法律は分収方式による造林及び育林を促進し、もって林業の発展と森林の有する諸機能

の維持増進とに資することを目的とする旨の規定を設けることとしております。

第二に、分収育林契約に関する規定の整備であります。

従前から規定されていた分収造林契約に加え、分収育林契約として、一定の土地に植

栽された樹木についての保育及び管理に関し、その土地の所有者、育林を行う者及び費

用を負担する者の三者またはいずれか二者が当事者となり、樹木の共有、持ち分の対価

の支払い、伐採時の収益の分収等を約定する契約を規定するとともに、その契約の安定

性を確保するため、共有物の分割請求に関する民法の規定の適用を除外することとして

おります。

第三に、分収林契約の募集についての届け出制の導入であります。

分収造林契約、分収育林契約その他の分収林契約について、不特定かつ多数の者から

費用負担者を募集する者は、その契約の対象とする土地または樹木の態様、契約の存続

期間、造林または育林の内容等一定の事項を、その契約に係る土地を管轄する都道府県

知事に届け出なければならないこととしております。

都道府県知事は、届け出事項から見て適正な造林もしくは育林が行われないおそれも

しくは費用負担者の正当な利益を害するおそれがあると認めるとき、または届け出事項

に従った造林もしくは育林が行われていないと認めるときは、届け出事項の変更または

届け出事項の遵守を勧告することができ、勧告を受けた者がこれに従わないときは、そ

の旨を公表することができることとしております。

なお、募集の届け出等の規定は、地方公共団体、分収方式による造林または育林の促

進等を目的とする一定の公益法人である森林整備法人及びこれらの媒介により一定の要

件を備えた分収林契約の募集を行う者については、その適用を除外することとしており

ます。

以上のほか、分収林契約の締結についての都道府県知事のあっせん、届け出をした者

等からの報告徴収、届け出に関する罰則等について所要の規定を設けることとしており

ます。

以上をもちまして森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由

の補足説明を終わります。


